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令和７年度障がい者相談支援事業の実施状況等の
調査結果概要






　　　　　


○　調査時点：令和７年４月１日時点
　 ○　調査方法：厚生労働省が指定する調査票・府追加項目
　 ○　調査対象：43市町村
　 ○　回答状況：43市町村







（１）厚生労働省調査結果概要について















	

＜厚生労働省調査＞
Ⅰ　障がい者相談支援事業




· 実施形態は、単独が88％（38市町）、複数市町村共同が12％（5市町村）、
· 実施方法は、直営のみが２％（１町）、委託のみが93％（40市町村）、直営＋委託
が５％（２市）。




	
















· 運営方法は、３障がい一元化して実施が72％（31市町村）、障がい種別ごとに実施が23％（10市町村）等。 
· ピアカウンセリングは、49％（21市町村）が実施。

＜厚生労働省調査＞
Ⅰ　障がい者相談支援事業

＜厚生労働省調査＞
Ⅱ　基幹相談支援センター



· 93％（40市町村・81箇所）が設置。
· 直営により設置しているのは15％（12箇所）、委託による設置は82％（64箇所）、直営＋委託による設置は3％（2箇所）



























	Ⅱ　基幹相談支援センター
＜厚生労働省調査＞



· 基幹相談支援センターの業務に従事する者は、主任相談支援専門員22％（83人）、相
談支援専門員57％（217人）、相談支援専門員以外の者21％（82人）。
· 業務に従事する者のうち、専門的職員の人数は社会福祉士が198人、精神保健福祉
士が109人、介護福祉士が109人など。※1人の者が複数の資格を有する場合は、複数計上。



























障害者相談支援事業において実施する事業内容

福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）	
43	社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関する助言・指導等）	
43	社会生活力を高めるための支援	
40	ピアカウンセリング	
21	権利の擁護のために必要な援助	
42	専門機関の紹介	
42	地域包括支援センターとの情報交換	
26	生活困窮者相談窓口との情報交換	
25	重度の障害者で障害福祉サービスを利用していない方への支援（自宅訪問等）	
23	その他	
11	












基幹相談支援センターの設置方法

障がい者相談支援事業の実施状況	[パーセンテージ]




直営で実施	委託で実施	直営＋委託で実施	12	64	2	
基幹相談支援センターの設置状況

障がい者相談支援事業の実施状況	



単独で実施	複数市町村共同で実施	令和８年度中に設置予定	35	5	3	
専門的職員の人数

①社会福祉士	
2	198	②保健師	
2	13	③精神保健福祉士	
2	109	④看護師・准看護師	
2	11	⑤介護福祉士	
2	109	⑥介護支援専門員	
2	23	⑦臨床心理士	
2	4	⑧公認心理師	
2	8	⑨その他の専門的職員	
2	47	












基幹相談支援センターの業務に従事する者	
[分類名], 
[値], [パーセンテージ]

相談支援専門員	相談支援専門員以外	主任相談支援専門員	217	82	83	
障がい者相談支援事業の実施方法

[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]


直営で実施	委託で実施	直営＋委託で実施	1	40	2	
障がい者相談支援事業の実施状況

障がい者相談支援事業の実施状況	[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]

単独で実施	複数市町村共同で実施	38	5	

障がい者相談支援事業の実施方法	
３障害一元化して実施	障害種別ごとに実施	その他	31	10	1	

